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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスポイントによって実施される通信方法であって、
　時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合することと、ここにおいて、前記一連のサブフレームは１つの無
線フレームに対応し、前記競合する間に前記通信媒体がクリアになった場合、前記１つの
無線フレームの間前記通信媒体が予約される、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信することと、
　前記一連のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えること
と、
　前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成することと、ここにおいて、前記第１の部分は、前記一連のサブ
フレームの先頭部分であり、前記第２の部分は、前記第１の部分に後続し、前記第３の部
分は、前記第２の部分に後続する、
　前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信
媒体へのアクセスを求めて再競合することと、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分中に前記通信媒体上で送信することと
を備える、通信方法。
【請求項２】
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　前記構成することが、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のアップリンクサブフ
レームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始するようにアクセ
ス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末に送ることを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記一連のサブフレームのために前記通信媒体を予約するために、第１のチャネル予約
メッセージを送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信媒体をさらに予約するため
に、第２のチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える、請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
　時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合するための手段と、ここにおいて、前記一連のサブフレームは１
つの無線フレームに対応し、前記競合する間に前記通信媒体がクリアになった場合、前記
１つの無線フレームの間前記通信媒体が予約される、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信するための手段と、　
前記一連のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えるための
手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成するための手段と、ここにおいて、前記第１の部分は、前記一連
のサブフレームの先頭部分であり、前記第２の部分は、前記第１の部分に後続し、前記第
３の部分は、前記第２の部分に後続する、
　前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信
媒体へのアクセスを求めて再競合するための手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分中に前記通信媒体上で送信するための手段と
　を備える、アクセスポイント。
【請求項１０】
　構成するための前記手段が、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のアップリンク
サブフレームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始するように
アクセス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末に送るため
の手段を備える、請求項９に記載のアクセスポイント。
【請求項１１】
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、請求項１０に記載のア
クセスポイント。
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【請求項１２】
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームであり、
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、請求項１１に記載のアクセスポイント。
【請求項１３】
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、請求項１２に記載のアクセスポイ
ント。
【請求項１４】
　前記一連のサブフレームのために前記通信媒体を予約するために、第１のチャネル予約
メッセージを送信するための手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信媒体をさらに予約するため
に、第２のチャネル予約メッセージを送信するための手段と
をさらに備える、請求項９に記載のアクセスポイント。
【請求項１５】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の方法の全てのステップを実施するようにコンピ
ュータ実行可能であるプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に
組み込まれる、２０１５年８月１９日に出願された「Re-Contention-Based Co-Existence
 on a Shared Communication Medium」と題する米国仮出願第６２／２０７，３１９号の
利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本出願はまた、各々が本明細書とともに同時に出願され、各々が本出願の譲受人
に譲渡され、各々がその全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、代理人整理番
号第１５４７３３Ｕ１号を有する「Re-Contention-Based Co-Existence on a Shared Com
munication Medium」、および代理人整理番号第１５４７３３Ｕ２号を有する「Re-Conten
tion-Based Co-Existence on a Shared Communication Medium」という（１つまたは複数
の）同時係属米国特許出願に関係する。
【０００３】
　[0003]本開示の態様は、一般に電気通信に関し、より詳細には、共有通信媒体上での動
作などに関する。
【背景技術】
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信システムは、音声、データ、マルチメディアなど、様々なタイプ
の通信コンテンツを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システ
ムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送信電力など）を共有すること
によって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムである。そ
のような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分
割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直
交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムなどがある。これらのシステムは、しばし
ば、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標）：Third Generation
 Partnership Project）によって提供されるロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登
録商標）：Long Term Evolution）、第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰ
Ｐ２：Third Generation Partnership Project 2）によって提供されるウルトラモバイル
ブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）およびエボリューションデータオプ
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ティマイズド（ＥＶ－ＤＯ：Evolution Data Optimized）、米国電気電子技術者協会（Ｉ
ＥＥＥ）によって提供される８０２．１１などの規格に準拠して展開される。
【０００５】
　[0005]セルラーネットワークでは、「マクロセル」アクセスポイントが、ある地理的エ
リアにわたる多数のユーザに接続性およびカバレージを与える。地理的領域にわたって良
好なカバレージを与えるために、マクロネットワーク展開が、慎重に計画され、設計され
、実装される。住居およびオフィスビルのためになど、屋内または他の特定の地理的カバ
レージを改善するために、追加の「スモールセル」、一般的に、低電力アクセスポイント
が、従来のマクロネットワークを補うために最近展開され始めた。スモールセルアクセス
ポイントはまた、漸進的キャパシティ増大、よりリッチなユーザエクスペリエンスなどを
与え得る。
【０００６】
　[0006]スモールセルＬＴＥ動作が、たとえば、ワイヤレスローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）技術によって使用される無認可国内情報インフラストラクチャ（Ｕ－ＮＩＩ
：Unlicensed National Information Infrastructure）帯域などの無認可周波数スペクト
ルに拡張された。スモールセルＬＴＥ動作のこの拡張は、ＬＴＥシステムのスペクトル効
率、したがってキャパシティを増加させるように設計される。しかしながら、それはまた
、一般に、同じ無認可帯域を利用する他の無線アクセス技術（ＲＡＴ）、最も顕著には、
一般に「Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）」と呼ばれるＩＥＥＥ８０２．１１ｘ　ＷＬＡＮ技術の
動作を侵害し得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]以下の概要は、本開示の様々な態様の説明を助けるためのみに与えられる概観で
あり、態様の限定ではなく、態様の例示のみのために与えられる。
【０００８】
　[0008]一例では、通信方法が開示される。本方法は、たとえば、時分割複信（ＴＤＤ：
Time Division Duplexing）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒
体へのアクセスを求めて競合することと、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体
上で送信することと、一連のサブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを
控えることと、競合タイマーを起動するためのトリガ条件に関連する１つまたは複数のア
ップリンク送信パラメータ（uplink transmission parameter）を調整することと、競合
タイマーに基づいて、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを
求めて再競合することと、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するこ
ととを含み得る。
【０００９】
　[0009]別の例では、通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つのト
ランシーバと、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合され
た少なくとも１つのメモリとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも
１つのメモリは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合するように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは、一
連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信することと、一連のサブフレームの
第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えることとを行うように構成され得る。少
なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、競合タイマーを起動するた
めのトリガ条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パラメータを調整すること
と、競合タイマーに基づいて、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのア
クセスを求めて再競合することとを行うようにさらに構成され得る。少なくとも１つのト
ランシーバは、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するようにさらに
構成され得る。
【００１０】
　[0010]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、ＴＤＤフレーム
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構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するため
の手段と、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信するための手段と、一
連のサブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるための手段と、競
合タイマーを起動するためのトリガ条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パ
ラメータを調整するための手段と、競合タイマーに基づいて、一連のサブフレームの第３
の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合するための手段と、一連のサブフレ
ームの第３の部分中に通信媒体上で送信するための手段とを含み得る。
【００１１】
　[0011]別の例では、一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本コン
ピュータ可読媒体は、たとえば、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレームのた
めに通信媒体へのアクセスを求めて競合するためのコードと、一連のサブフレームの第１
の部分中に通信媒体上で送信するためのコードと、一連のサブフレームの第２の部分中に
通信媒体上で送信することを控えるためのコードと、競合タイマーを起動するためのトリ
ガ条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パラメータを調整するためのコード
と、競合タイマーに基づいて、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのア
クセスを求めて再競合するためのコードと、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒
体上で送信するためのコードとを含み得る。
【００１２】
　[0012]別の例では、別の通信方法が開示される。本方法は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合すること
と、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信することと、一連のサブフレ
ームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えることと、一連のサブフレーム中
の送信のために指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒体上での送信をミュ
ートすることと、１つまたは複数のシンボル期間中に、一連のサブフレームの第３の部分
のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合することと、一連のサブフレームの第３の
部分中に通信媒体上で送信することとを含み得る。
【００１３】
　[0013]別の例では、通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つのト
ランシーバと、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合され
た少なくとも１つのメモリとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも
１つのメモリは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合するように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは、一
連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信することと、一連のサブフレームの
第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えることとを行うように構成され得る。少
なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、一連のサブフレーム中の送
信のために指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒体上での送信をミュート
することと、１つまたは複数のシンボル期間中に、一連のサブフレームの第３の部分のた
めに通信媒体へのアクセスを求めて再競合することとを行うようにさらに構成され得る。
少なくとも１つのトランシーバは、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送
信するようにさらに構成され得る。
【００１４】
　[0014]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するため
の手段と、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信するための手段と、一
連のサブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるための手段と、一
連のサブフレーム中の送信のために指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒
体上での送信をミュートするための手段と、１つまたは複数のシンボル期間中に、一連の
サブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合するための手段
と、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するための手段とを含み得る
。
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【００１５】
　[0015]別の例では、別の一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本
コンピュータ可読媒体は、たとえば、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレーム
のために通信媒体へのアクセスを求めて競合するためのコードと、一連のサブフレームの
第１の部分中に通信媒体上で送信するためのコードと、一連のサブフレームの第２の部分
中に通信媒体上で送信することを控えるためのコードと、一連のサブフレーム中の送信の
ために指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒体上での送信をミュートする
ためのコードと、１つまたは複数のシンボル期間中に、一連のサブフレームの第３の部分
のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合するためのコードと、一連のサブフレーム
の第３の部分中に通信媒体上で送信するためのコードとを含み得る。
【００１６】
　[0016]別の例では、別の通信方法が開示される。本方法は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合すること
と、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信することと、一連のサブフレ
ームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えることと、一連のサブフレームの
第２の部分と一連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャップを作成するために
、一連のサブフレームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成することと、再競合ギ
ャップ中に、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再
競合することと、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信することとを含
み得る。
【００１７】
　[0017]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、少なくとも１つ
のトランシーバと、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合
された少なくとも１つのメモリとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なく
とも１つのメモリは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒
体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは
、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信することと、一連のサブフレー
ムの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えることとを行うように構成され得る
。少なくとも１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、一連のサブフレームの
第２の部分と一連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャップを作成するために
、一連のサブフレームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成することと、再競合ギ
ャップ中に、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再
競合することとを行うようにさらに構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは、一
連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するようにさらに構成され得る。
【００１８】
　[0018]別の例では、別の通信装置が開示される。本装置は、たとえば、ＴＤＤフレーム
構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するため
の手段と、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信するための手段と、一
連のサブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるための手段と、一
連のサブフレームの第２の部分と一連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャッ
プを作成するために、一連のサブフレームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成す
るための手段と、再競合ギャップ中に、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒
体へのアクセスを求めて再競合するための手段と、一連のサブフレームの第３の部分中に
通信媒体上で送信するための手段とを含み得る。
【００１９】
　[0019]別の例では、別の一時的または非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。本
コンピュータ可読媒体は、たとえば、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブフレーム
のために通信媒体へのアクセスを求めて競合するためのコードと、一連のサブフレームの
第１の部分中に通信媒体上で送信するためのコードと、一連のサブフレームの第２の部分
中に通信媒体上で送信することを控えるためのコードと、一連のサブフレームの第２の部



(7) JP 6843836 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

分と一連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャップを作成するために、一連の
サブフレームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成するためのコードと、再競合ギ
ャップ中に、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再
競合するためのコードと、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するた
めのコードとを含み得る。
【００２０】
　[0020]添付の図面は、本開示の様々な態様の説明を助けるために提示され、態様の限定
ではなく、態様の例示のみのために与えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】[0021]例示的なワイヤレスネットワーク環境を示すシステムレベル図。
【図２】[0022]例示的な仮想時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造を示す図。
【図３】[0023]通信媒体再競合を可能にするためのアップリンク送信制御方式を示すシス
テムレベル図。
【図４】[0024]図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の一
例を示す図。
【図５】[0025]図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の別
の例を示す図。
【図６】[0026]図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の別
の例を示す図。
【図７】[0027]通信媒体再競合を可能にするための例示的な物理チャネルミューティング
方式を示すリソースマップ図。
【図８】[0028]図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク方向における物理チャネ
ルミューティングの一例を示す図。
【図９】[0029]図２のＴＤＤフレーム構造による、ダウンリンク方向における物理チャネ
ルミューティングの一例を示す図。
【図１０】[0030]通信媒体再競合を可能にするためのタイミングアドバンス方式の一例を
示す図。
【図１１】[0031]通信媒体再競合を可能にするためのタイミングアドバンス方式の別の例
を示す図。
【図１２】[0032]本明細書で説明される技法による、通信の例示的な方法を示す流れ図。
【図１３】[0033]本明細書で説明される技法による、通信の別の例示的な方法を示す流れ
図。
【図１４】[0034]本明細書で説明される技法による、通信の別の例示的な方法を示す流れ
図。
【図１５】[0035]アクセスポイントおよびアクセス端末の例示的な構成要素をより詳細に
示すデバイスレベル図。
【図１６】[0036]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的な装置を示
す図。
【図１７】[0037]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的な装置を示
す図。
【図１８】[0038]一連の相互に関係する機能モジュールとして表された例示的な装置を示
す図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　[0039]本開示は、一般に、競合にさらされる共有通信媒体上で動作する無線アクセス技
術（ＲＡＴ）間の共存技法に関する。通信媒体の連続占有が必要とされる展開の場合、ア
ップリンクサブフレームの期間に後続するダウンリンクサブフレームの期間の間、通信媒
体に再アクセスするために再競合が実施され得る。いくつかの設計では、再競合は、たと
えば、送信電力、マルチユーザスケジューリング、またはサブバンドスケジューリングを
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規定するアップリンク送信パラメータが、アップリンク送信が競合タイマーをトリガする
ことになる可能性を防ぐかまたは少なくとも低減するように調整され得る、アップリンク
送信制御方式によって可能にされ得る。追加または代替として、アップリンクまたはダウ
ンリンクサブフレームの１つまたは複数のシンボル期間中に送信がスケジュールされるが
、再競合の機会を与えるために、それらのシンボル期間中に送信を構成することを控え得
る。追加または代替として、再競合の別の機会を与えるために、ダウンリンクサブフレー
ムの期間より前に再競合ギャップを作成するために、アップリンクサブフレームの期間の
ために、タイミングアドバンスが構成され得る。
【００２３】
　[0040]説明の目的で提供される様々な例を対象とする以下の説明および関連する図面に
おいて、本開示のより具体的な態様が提供される。本開示の範囲から逸脱することなく、
代替態様が考案され得る。さらに、より関連する詳細を不明瞭にしないように、本開示の
よく知られている態様は詳細に説明されないことがあるか、または省略されることがある
。
【００２４】
　[0041]以下で説明される情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使
用して表され得ることを当業者は諒解されよう。たとえば、以下の説明全体にわたって言
及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、
部分的に特定の適用例、部分的に所望の設計、部分的に対応する技術などに応じて、電圧
、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組
合せによって表され得る。
【００２５】
　[0042]さらに、多くの態様が、たとえば、コンピューティングデバイスの要素によって
実施されるべき一連のアクションに関して説明される。本明細書で説明される様々なアク
ションは、特定の回路（たとえば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によって、１つ
または複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、あるいは両方の組
合せによって実施され得ることを認識されよう。さらに、本明細書で説明される態様の各
々について、任意のそのような態様の対応する形式は、たとえば、説明されるアクション
を実施する「ように構成された論理」として実装され得る。
【００２６】
　[0043]図１は、「１次（primary）」無線アクセス技術（ＲＡＴ）システム１００と「
競合（competing）」ＲＡＴシステム１５０とを含むものとして例として示されている、
例示的なワイヤレスネットワーク環境を示すシステムレベル図である。各システムは、概
して、様々なタイプの通信（たとえば、音声、データ、マルチメディアサービス、関連す
る制御シグナリングなど）に関係する情報を含んで、ワイヤレスリンクを介して受信およ
び／または送信することが可能な、異なるワイヤレスノードから構成され得る。１次ＲＡ
Ｔシステム１００は、ワイヤレスリンク１３０を介して互いに通信しているアクセスポイ
ント１１０とアクセス端末１２０とを含むものとして示されている。競合ＲＡＴシステム
１５０は、別個のワイヤレスリンク１３２を介して互いに通信している２つの競合ノード
１５２を含むものとして示されており、１つまたは複数のアクセスポイント、アクセス端
末、または他のタイプのワイヤレスノードを同様に含み得る。一例として、１次ＲＡＴシ
ステム１００のアクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０は、ロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）技術に従ってワイヤレスリンク１３０を介して通信し得、競合Ｒ
ＡＴシステム１５０の競合ノード１５２は、Ｗｉ－Ｆｉ技術に従ってワイヤレスリンク１
３２を介して通信し得る。各システムは、地理的領域全体にわたって分散された任意の数
のワイヤレスノードをサポートし得、図示されたエンティティは単に説明の目的で示され
ていることが諒解されよう。
【００２７】
　[0044]別段に記載されていない限り、「アクセス端末」および「アクセスポイント」と
いう用語は、特定のＲＡＴに固有のものでも、それに限定されるものでもない。概して、
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アクセス端末は、ユーザが通信ネットワークを介して通信することを可能にする任意のワ
イヤレス通信デバイス（たとえば、モバイルフォン、ルータ、パーソナルコンピュータ、
サーバ、エンターテインメントデバイス、モノのインターネット（ＩＯＴ：Internet of 
Things）／すべてのモノのインターネット（ＩＯＥ：Internet of Everything）対応デバ
イス、車両内通信デバイスなど）であり得、代替的に、異なるＲＡＴ環境では、ユーザデ
バイス（ＵＤ）、移動局（ＭＳ）、加入者局（ＳＴＡ）、ユーザ機器（ＵＥ）などと呼ば
れることがある。同様に、アクセスポイントは、アクセスポイントがそれにおいて展開さ
れるネットワークに応じて、アクセス端末と通信している際に１つまたは複数のＲＡＴに
従って動作し得、代替的に、基地局（ＢＳ）、ネットワークノード、ノードＢ、発展型ノ
ードＢ（ｅＮＢ）などと呼ばれることがある。そのようなアクセスポイントは、たとえば
、スモールセルアクセスポイントに対応し得る。「スモールセル」は、概して、フェムト
セル、ピコセル、マイクロセル、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ア
クセスポイント、他の小さいカバレージエリアアクセスポイントなどを含むかまたは場合
によってはそのように呼ばれることがある、低電力アクセスポイントのクラスを指す。ス
モールセルは、近傍内の数ブロックまたは地方環境における数平方マイルをカバーし得る
マクロセルカバレージを補うために展開され得、それにより、改善されたシグナリング、
漸進的キャパシティ増大、よりリッチなユーザエクスペリエンスなどにつながり得る。
【００２８】
　[0045]図１に戻ると、１次ＲＡＴシステム１００によって使用されるワイヤレスリンク
１３０と、競合ＲＡＴシステム１５０によって使用されるワイヤレスリンク１３２とは、
共有通信媒体１４０を介して動作し得る。このタイプの通信媒体は、（たとえば、１つま
たは複数のキャリアにわたる１つまたは複数のチャネルを包含する）１つまたは複数の周
波数、時間、および／または空間通信リソースから構成され得る。一例として、通信媒体
１４０は、無認可周波数帯域の少なくとも一部分に対応し得る。異なる認可周波数帯域が
、（たとえば、米国における連邦通信委員会（ＦＣＣ）などの政府機関によって）いくつ
かの通信のために予約済みであるが、いくつかのシステム、特に、スモールセルアクセス
ポイントを採用するものは、Ｗｉ－Ｆｉを含むＷＬＡＮ技術によって使用される無認可国
内情報インフラストラクチャ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域などの無認可周波数帯域に動作を拡張し
た。
【００２９】
　[0046]通信媒体１４０の共有使用により、ワイヤレスリンク１３０とワイヤレスリンク
１３２との間のクロスリンク干渉（cross-link interference）の可能性がある。さらに
、いくつかのＲＡＴおよびいくつかの管轄区域（jurisdiction）は、通信媒体１４０への
アクセスのために競合または「リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）」を必要とし得る。一
例として、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）プロトコルが使用され得、それにおい
て、各デバイスは、それ自体の送信のために通信媒体を奪取する（および、いくつかの場
合には予約する）前に、媒体検知を介して共有通信媒体上の他のトラフィックの不在を確
認する。いくつかの設計では、ＣＣＡプロトコルは、通信媒体をＲＡＴ内トラフィックと
ＲＡＴ間トラフィックとにそれぞれ与えるための別個のＣＣＡプリアンブル検出（ＣＣＡ
－ＰＤ：CCA Preamble Detection）機構とＣＣＡエネルギー検出（ＣＣＡ－ＥＤ：CCA En
ergy Detection）機構とを含み得る。欧州通信規格協会（ＥＴＳＩ）は、たとえば、無認
可周波数帯域など、いくつかの通信媒体上の、それらのＲＡＴにかかわらずすべてのデバ
イスについての競合を規定する。
【００３０】
　[0047]以下でより詳細に説明されるように、アクセスポイント１１０および／またはア
クセス端末１２０は、上記で手短に説明された競合および再競合技法を与えるかまたはさ
もなければサポートするように、本明細書の教示に従ってさまざまに構成され得る。たと
えば、アクセスポイント１１０は媒体アクセスマネージャ１１２を含み得、アクセス端末
１２０は媒体アクセスマネージャ１２２を含み得る。媒体アクセスマネージャ１１２およ
び／または媒体アクセスマネージャ１２２は、通信媒体１４０へのアクセスを求めて競合
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することを管理するように異なる方法で構成され得る。
【００３１】
　[0048]図２は、アクセスポイント１１０／アクセス端末１２０と競合ＲＡＴシステム１
５０との間での競合ベースアクセスを可能にするために、通信媒体１４０上に１次ＲＡＴ
システム１００のために実装され得る、例示的な仮想時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造
を示す。
【００３２】
　[0049]図示されたフレーム構造は、システムフレーム番号（ＳＦＮ：System Frame Num
ber）ヌメロロジーに従って番号付けされ（ＳＦＮ　Ｎ、Ｎ＋１、Ｎ＋２など）、同じく
参照のために番号付けされ得る（たとえば、ＳＦ０、ＳＦ１など）それぞれのサブフレー
ム（ＳＦ）に分割された、一連の無線フレーム（ＲＦ）を含む。一例として、ＬＴＥフレ
ーム構造は、１０個のサブフレームからそれぞれ構成された１０２４個の番号付けされた
無線フレームに分割されたシステムフレームを含み、それらはともに（たとえば、１ｍｓ
サブフレームを有する１０ｍｓ無線フレームの場合、１０．２４秒持続する）ＳＦＮサイ
クルを構成する。フレーム構造の使用は、よりアドホックなシグナリング技法よりもデバ
イスの間のより自然で効率的な協調を与え得る。
【００３３】
　[0050]図２の例示的なフレーム構造は、各サブフレームが異なる時間にダウンリンク（
Ｄ）、アップリンク（Ｕ）、またはスペシャル（Ｓ）サブフレームとしてさまざまに動作
され得るという点で、ＴＤＤである。概して、ダウンリンクサブフレームは、ダウンリン
ク情報をアクセスポイント１１０からアクセス端末１２０に送信するために予約され、ア
ップリンクサブフレームは、アップリンク情報をアクセス端末１２０からアクセスポイン
ト１１０に送信するために予約され、スペシャルサブフレームは、ガード期間によって分
離されたダウンリンク部分とアップリンク部分とを含み得る。無線フレーム内のダウンリ
ンク、アップリンク、およびスペシャルサブフレームの異なる配置は、異なるＴＤＤ構成
と呼ばれることがある。上記のＬＴＥ例に戻ると、ＬＴＥフレーム構造のＴＤＤ変形態は
、７つのＴＤＤ構成（ＴＤＤ構成（Config）０～ＴＤＤ構成６）を含み、各構成は、ダウ
ンリンク、アップリンク、およびスペシャルサブフレームの異なる配置を有する。たとえ
ば、異なるトラフィックシナリオに適応するために、いくつかのＴＤＤ構成はより多くの
ダウンリンクサブフレームを有し得、いくつかはより多くのアップリンクサブフレームを
有し得る。図２の図示の例では、ＬＴＥにおけるＴＤＤ構成３と同様であるＴＤＤ構成が
採用される。採用された特定のＴＤＤ構成は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセー
ジ、制御領域中でＴＤＤフレームフォーマットを示すための新しい物理チャネルなど（た
とえば、ＬＴＥにおけるＳＩＢ－１メッセージ）を使用して、アクセスポイント１１０に
よってブロードキャストされ得る。
【００３４】
　[0051]各ＴＤＤ構成は異なるが、すべてのＴＤＤ構成にわたって同じである、１つまた
は複数のサブフレームがあり得る。これらのサブフレームは、本明細書ではアンカーサブ
フレーム（anchor subframe）と呼ばれる。再び上記のＬＴＥ例に戻ると、ＴＤＤ構成Ｔ
ＤＤ構成０～ＴＤＤ構成６の各々にわたる各無線フレームにおいて、サブフレームＳＦ０
はダウンリンクサブフレームであり、ＳＦ１はスペシャルサブフレームであり、ＳＦ２は
アップリンクサブフレームであり、ＳＦ５はダウンリンクサブフレームである。図示の例
では、アンカーサブフレームは、各無線フレームのサブフレームＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２
、およびＳＦ５に同様に対応するが、具体的なアンカーキャリア指定は、異なるシステム
にわたって変動し得ることが諒解されよう。
【００３５】
　[0052]図２の例示的なフレーム構造は、各サブフレームが、通信媒体１４０にアクセス
するための競合プロシージャにより、所与のインスタンスにおける１次ＲＡＴシグナリン
グによって占有されることがあるかまたは占有されないことがあるという点で、仮想であ
る。概して、アクセスポイント１１０またはアクセス端末１２０が、所与のサブフレーム
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についての競合に勝つことができない場合、そのサブフレームは無音化され得る。
【００３６】
　[0053]競合プロセス中のあるポイントにおいて、通信媒体１４０はクリアになり（たと
えば、ＣＣＡクリア）、アクセスポイント１１０は、たとえば、それを奪取する。ある持
続時間（たとえば、１つの無線フレーム）を有する送信機会（ＴＸＯＰ）のためにそれ自
体のために通信媒体１４０を予約するために、アクセスポイント１１０は、競合ＲＡＴシ
ステム１５０のために定義されたチャネル予約メッセージ（ＲＳＶ）２０２を送り得る。
チャネル予約メッセージ２０２は、１次ＲＡＴ動作のために通信媒体１４０を予約するた
めに、通信媒体１４０を介して（たとえば、アクセスポイント１１０にも属する競合ＲＡ
Ｔ固有トランシーバを介して）送信され得る。例示的なチャネル予約メッセージは、たと
えば、競合Ｗｉ－Ｆｉ　ＲＡＴのための、８０２．１１ａデータパケット、自己への送信
可（ＣＴＳ２Ｓ：Clear-to-Send-to-Self）メッセージ、送信要求（ＲＴＳ：Request-to-
Send）メッセージ、送信可（ＣＴＳ）メッセージ、物理レイヤコンバージェンスプロトコ
ル（ＰＬＣＰ）ヘッダ（たとえば、レガシー信号（Ｌ－ＳＩＧ）、高スループット信号（
ＨＴ－ＳＩＧ）、または超高スループット信号（ＶＨＴ－ＳＩＧ））など、または当該の
他の競合ＲＡＴのために定義された他の同様のメッセージを含み得る。チャネル予約メッ
セージ２０２は、アクセスポイント１１０がそれのためにアクセスを求めて競合した、タ
ーゲットＴＸＯＰの持続時間に対応する持続時間インジケーション（たとえば、ネットワ
ーク割振りベクトル（ＮＡＶ：Network Allocation Vector））を含み得る。
【００３７】
　[0054]いくつかの設計では、チャネル予約メッセージ２０２は、肯定応答を起動しない
一方向通信（たとえば、ＣＴＳ２Ｓ）として送られ得る。他の設計では、チャネル予約メ
ッセージ２０２は、各受信エンティティによって肯定応答される、双方向ハンドシェイク
通信（たとえば、ＣＴＳ／ＲＴＳ）として送られ得る。さらに、チャネル予約メッセージ
２０２は、１次ＲＡＴ通信によって影響を及ぼされ得るが、短距離チャネル予約メッセー
ジを受信することが可能でない、追加の、場合によっては隠れたノードに達するために、
より大きいカバレージエリアをもつディープハンドシェイク信号（たとえば、ｅＣＴＳ／
ｅＲＴＳ）として送られ得る。
【００３８】
　[0055]いくつかの展開では、アクセスポイント１１０による所与のＴＸＯＰの予約は、
ＴＸＯＰ中にスケジュールされるすべてのダウンリンクおよびアップリンク送信のための
競合要件を満たすのに十分であり得る。しかしながら、他の展開では、通信媒体１４０の
連続する占有が必要とされ得る。ダウンリンクまたはスペシャルサブフレーム間に位置す
る１つまたは複数のアップリンクサブフレームが、必要とされる連続性を中断させる送信
ギャップを作成し得る。図２に示されているように、たとえば、アクセスポイント１１０
は、（ＴＸＯＰの第１のダウンリンクサブフレームとスペシャルサブフレームとを含む）
第１の期間２１２および（最後の５つのダウンリンクサブフレームを含む）第３の期間２
１６中に通信媒体１４０を介して送信し得るが、アクセスポイント１１０は、アクセス端
末１２０による送信のために指定された（中間３つのアップリンクサブフレームを含む）
介在する第２の期間２１４中に送信しないことがある。したがって、いくつかの展開では
、アクセスポイント１１０は、第２の期間２１４と第３の期間２１６との間のアップリン
クダウンリンク遷移境界（uplink-to-downlink transition boundary）２１８においてな
ど、１つまたは複数のアップリンクサブフレームに後続するダウンリンクサブフレームの
ために、通信媒体１４０へのアクセスを求めて再競合することを必要とされ得る。
【００３９】
　[0056]いくつかの設計では、アクセスポイント１１０は、単に次のダウンリンクサブフ
レーム（たとえば、アップリンクダウンリンク遷移境界２１８に後続する第１のダウンリ
ンクサブフレーム）中で通信媒体１４０へのアクセスを求めて再競合し得る。しかしなが
ら、これは、特に部分的サブフレームサポートがないＲＡＴの場合、再競合がその中で実
施されるダウンリンクサブフレームは他のシグナリングのために利用不可能であり得るの
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で、効率の損失を生じ得る。他の設計では、アクセスポイント１１０は、比較的小さい数
のアップリンクダウンリンク遷移を含むＴＤＤ構成を選択することによって、再競合イン
スタンスの数を最小限に抑え得る。ＬＴＥでは、たとえば、ＴＤＤ構成３は、各無線フレ
ーム内にただ１つのそのような遷移を含む。しかしながら、ＴＤＤ構成３は、アップリン
クトラフィックに３０％デューティサイクルのみを与え、それは、いくつかのシナリオの
ために不十分であり得る。
【００４０】
　[0057]よりフレキシブルなＴＤＤ構成も採用され得、それにおいて、適応可能な数のア
ップリンクサブフレームが無線フレームの終わりに順次与えられ、それにより、無線フレ
ーム内のアップリンクダウンリンク遷移を全体的に除去する。たとえそうでも、そのよう
な構成は、依然として、無線フレーム間のアップリンクダウンリンク遷移を必要とし、そ
れは、２つ以上の無線フレームにわたるＴＸＯＰの場合、無線フレームの最後のアップリ
ンクサブフレーム中または次の無線フレームの第１のダウンリンクサブフレーム中の再競
合を必要とし、したがって、それらの利用を妨害し得る。
【００４１】
　[0058]図３は、通信媒体再競合を可能にするためのアップリンク送信制御方式を示すシ
ステムレベル図である。この例では、アクセスポイント１１０は、対応するワイヤレスリ
ンク１３０が比較的強い内側カバレージ領域３０２中で通信媒体１４０を介してアクセス
端末１２０と通信するものとして示されている。対照的に、アクセスポイント１１０はま
た、（対応するワイヤレスリンク３３０をもつ随意のアクセス端末３２０として例として
示されている）それと比較して比較的弱いワイヤレスリンクをもつ外側カバレージ領域３
０４中にある他のアクセス端末をサービスし得る。
【００４２】
　[0059]アクセスポイント１１０とアクセス端末１２０との間のワイヤレスリンク１３０
は比較的強いので、アップリンクサブフレーム（たとえば、アップリンクダウンリンク遷
移境界２１８に先行する最後のアップリンクサブフレーム）中にアクセス端末１２０から
アクセスポイント１１０に送られるシグナリングは、アクセスポイント１１０が通信媒体
１４０へのアクセスを求めて再競合することをより困難にし得る。特に、バックオフしき
い値（たとえば、－６０ｄＢｍ）を上回る、アクセスポイント１１０において受信された
シグナリングエネルギーは、アクセスポイント１１０が再び競合する前にその間待たなけ
ればならないバックオフ期間を規定する競合タイマー３１０の起動をトリガし得る。この
バックオフ期間は、次のダウンリンクサブフレーム（たとえば、アップリンクダウンリン
ク遷移境界２１８に後続する第１のダウンリンクサブフレーム）まで、またはそれを越え
て拡張し、このサブフレームがすでに予約済みであるにもかかわらず、および、競合して
いると見なされるシグナリングが、実際には、たとえば競合ＲＡＴシステム１５０からの
ものではなく、アクセス端末１２０からのものであるにもかかわらず、アクセスポイント
１１０がこのサブフレームを利用するのを妨げ得る。
【００４３】
　[0060]そのようなシナリオの下で再競合をより良く可能にするために、いくつかの設計
では、アクセスポイント１１０は、競合タイマー３１０を起動（開始／再開）するための
トリガ条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パラメータ３１２を調整し得る
。送信パラメータ３１２は、（たとえば、アップリンクダウンリンク遷移境界２１８に先
行する最後のアップリンクサブフレーム中に）特にアップリンクダウンリンク遷移を予期
して、競合タイマー３１０がアクセス端末１２０からのシグナリングによってトリガされ
る可能性を防ぐかまたは少なくとも低減するように調整され得る。トリガ条件は、たとえ
ば、バックオフしきい値に対応し得る（たとえば、しきい値持続時間の間のしきい値信号
強度）。送信パラメータ３１２は、アクセスポイント１１０へのアクセス端末１２０の近
接に応答して調整され得る。
【００４４】
　[0061]図４は、図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の
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一例を示す。アップリンク送信パラメータ３１２に対する調整は、異なるダイレクトまた
はブロードキャストメッセージング方式の一部としてならびに異なる時間においてを含む
、異なる方法でアクセス端末１２０に伝達され得ることが諒解されよう。図４に示されて
いる特定のタイミングおよびメッセージフォーマットは、説明の目的で与えられたものに
すぎない。
【００４５】
　[0062]この例では、送信パラメータ３１２は、送信電力パラメータ４０２を含み得る。
送信電力パラメータ４０２は、アクセスポイント１１０によって知覚されるようなアクセ
ス端末１２０のシグナリングエネルギーが、競合タイマー３１０を起動するためのトリガ
条件を満たすのに十分高くないように、アクセス端末１２０にもたらさられる信号強度ま
たは送信リソースの数（たとえば、リソースブロックの数）を制限するように調整され得
る。送信電力の低減が、より高い相対的干渉とともにより不十分な性能をアクセス端末１
２０に与え得るが、アクセスポイント１１０へのそれの近接のために、性能のこのレベル
は、アクセスポイント１１０が通信媒体１４０へのアクセスを求めて直ちに再競合するこ
とを可能にしながら、依然として十分であり得る。一方、図３の例に戻ると、外側カバレ
ージ領域３０４中で動作する他のアクセス端末３２０の距離は、アクセスポイント１１０
によって知覚されるアクセス端末３２０のシグナリングエネルギーが、競合タイマー３１
０を起動するためのトリガ条件を満たすのに十分高くなることになる可能性を低くする。
また、事前予約は、競合ＲＡＴシステム１５０などの他のソースからの干渉が再競合プロ
セスを妨害することになる可能性を低くする。
【００４６】
　[0063]図５は、図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の
別の例を示す。アップリンク送信パラメータ３１２に対する調整は、異なるダイレクトま
たはブロードキャストメッセージング方式の一部としてならびに異なる時間においてを含
む、異なる方法でアクセス端末１２０に伝達され得ることが再び諒解されよう。図５に示
されている特定のタイミングおよびメッセージフォーマットは、説明の目的で与えられた
ものにすぎない。
【００４７】
　[0064]この例では、アップリンク送信パラメータ３１２は、マルチユーザスケジューリ
ングパラメータ５０２を含み得る。マルチユーザスケジューリングパラメータ５０２は、
競合タイマー３１０が問題にならない早期のアップリンクサブフレーム（たとえば、アッ
プリンクダウンリンク遷移境界２１８に先行する最後から２つ目のアップリンクサブフレ
ーム）中でのみアクセス端末１２０をスケジュールするように調整され得る。一方、再び
図３の例に戻ると、外側カバレージ領域３０４中で動作する他のアクセス端末３２０は、
アップリンクダウンリンク遷移のより近くに（たとえば、アップリンクダウンリンク遷移
境界２１８に先行する最後のアップリンクサブフレーム中に）より安全にスケジュールさ
れ得る。スケジューリングに対するこの手法は、スケジューリング時間ダイバーシティに
関係するいくつかの利益を減少させ得るが、各アクセス端末は、依然として適正にスケジ
ュールされ得、外側カバレージ領域３０４中で動作する他のアクセス端末３２０の距離は
、競合タイマー３１０を起動するためのトリガ条件を満たすことになる可能性を低くする
。
【００４８】
　[0065]図６は、図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク送信パラメータ調整の
別の例を示す。アップリンク送信パラメータ３１２に対する調整は、異なるダイレクトま
たはブロードキャストメッセージング方式の一部としてならびに異なる時間においてを含
む、異なる方法でアクセス端末１２０に伝達され得ることが再び諒解されよう。図６に示
されている特定のタイミングおよびメッセージフォーマットは、説明の目的で与えられた
ものにすぎない。
【００４９】
　[0066]この例では、送信パラメータ３１２は、サブバンドスケジューリングパラメータ
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６０２を含み得る。アクセスポイント１１０が、（たとえば、アクセス端末３２０のよう
な他のアクセス端末がないとき）アップリンクダウンリンク遷移の周りでアクセス端末１
２０をスケジュールすることが実際的でないシナリオでは、サブバンドスケジューリング
パラメータは、予約済み帯域幅にわたるリソースのサブセット（たとえば、１つおきのリ
ソースブロック）中でのみアクセス端末１２０をスケジュールするように調整され得、ア
クセスポイント１１０は、リソースの相補セット（たとえば、リソースブロックのスケジ
ュールされていないセット）中のシグナリングエネルギーを監視し得る。監視されるシグ
ナリングエネルギーは、リソースの相補セットが広帯域範囲にわたるという意味で、広帯
域測定値からなることによって、依然として競合要件に適合し得るが、それが、競合タイ
マー３１０を起動するためのトリガ条件を満たすことになる可能性は低い。
【００５０】
　[0067]図７は、通信媒体再競合を可能にするための例示的な物理チャネルミューティン
グ方式を示すリソースマップ図である。図示のように、所与のシンボル期間／サブキャリ
アロケーションにおける１つまたは複数のシンボルが、アップリンクサブフレーム、ダウ
ンリンクサブフレーム、またはそれらの組合せのいずれか中でミュートされ得る。図示の
例では、１つのシンボル期間がミュートされるものとして示されているが、特定の競合方
式の場合、２つ以上のシンボル期間が適宜にミュートされ得ることが諒解されよう。さら
に、所与のシンボル期間中の各サブキャリアがミュートされるものとして示されているが
、代わりに、所与のチャネルにマッピングするために適宜に各シンボル期間中でシンボル
のサブセットのみがミュートされ得ることが諒解されよう。
【００５１】
　[0068]アップリンクサブフレーム（たとえば、アップリンクダウンリンク遷移境界２１
８に先行する最後のアップリンクサブフレーム）中に最後のシンボル期間のうちの１つま
たは複数、またはダウンリンクサブフレーム（たとえば、アップリンクダウンリンク遷移
境界２１８に後続する第１のダウンリンクサブフレーム）中に第１のシンボル期間のうち
の１つまたは複数を、（たとえば、スケジュールすることまたはさもなければ構成するこ
とを介して）送信のために指定し、次いで、これらのシンボル期間中に送信をミュートす
ることによって、アクセスポイント１１０は、事実上、再競合のためにこれらのシンボル
期間を予約し得る。これは、サブフレーム全体を損なうことなしに行われ得る。
【００５２】
　[0069]図８は、図２のＴＤＤフレーム構造による、アップリンク方向における物理チャ
ネルミューティングの一例を示す。図示のように、たとえば、アップリンクダウンリンク
遷移境界２１８に先行するアップリンクサブフレームの（１つまたは複数の）最後のシン
ボル期間中のリソースが、参照シグナリングのために指定されるが、アクセス端末１２０
を含むいかなるアクセス端末のためにも構成されないことがある。
【００５３】
　[0070]図示の例では、アクセスポイント１１０は、たとえば、アップリンクダウンリン
ク遷移境界２１８に先行する最後のアップリンクサブフレーム中にサウンディング基準信
号（ＳＲＳ）ギャップを広告し、次いで、この時間中にＳＲＳ送信のためにアクセス端末
１２０または任意の他のアクセス端末を構成することを控え得る。通常、ＳＲＳシグナリ
ングが、アップリンクサブフレームの最後のシンボル期間のシンボルのセットのために指
定され、アップリンク電力制御、リンク適応、サブバンドスケジューリング（たとえば、
周波数依存アップリンクスケジューリング）などにおいて使用するための広帯域アップリ
ンクチャネル推定を可能にするのを助けるために使用される。アクセス端末１２０は、Ｓ
ＲＳシグナリングのために指定されたシンボル期間が、他の送信のために使用されないこ
とがあることを理解するように構成され得る。このようにして、再競合の機会を与えるた
めのこの時間中に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）などのいくつかのチャ
ネルが完全に無音化され得、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）などの他のチ
ャネルが部分的に無音化され得る（本明細書ではパンクチャリング（puncturing）と呼ば
れる）。
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【００５４】
　[0071]図９は、図２のＴＤＤフレーム構造による、ダウンリンク方向における物理チャ
ネルミューティングの一例を示す。図示のように、たとえば、アップリンクダウンリンク
遷移境界２１８に後続するダウンリンクサブフレームの（１つまたは複数の）第１のシン
ボル期間中のリソースが、制御シグナリングのために構成され得るが、制御シグナリング
は省略され得る。
【００５５】
　[0072]図示の例では、アクセスポイント１１０は、アップリンクダウンリンク遷移境界
２１８に後続する第１のダウンリンクサブフレーム（または最初の数個のダウンリンクサ
ブフレーム）中に実際の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）送信を送ることを
控えることによって、この時間中に通常構成されるＰＤＣＣＨをミュートし得る。代わり
に、アクセスポイント１１０は、別のチャネルを介して（たとえば、物理ダウンリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を介して拡張ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣＨ）を使用して）必須の
制御シグナリングを送るか、または（たとえば、２次セル（ＳＣｅｌｌ）に関連するＰＤ
ＣＣＨのための対応する１次セル（ＰＣｅｌｌ）を介した）クロスキャリアスケジューリ
ング（cross-carrier scheduling）に依存し得る。いくつかのアクセス端末のためのレガ
シーサポートならびに効率の損失があり得るが、この時間は、再競合の別の機会を与える
ために使用され得る。
【００５６】
　[0073]図１０は、通信媒体再競合を可能にするためのタイミングアドバンス方式の一例
を示す。この例では、図２の仮想ＴＤＤフレーム構造とともにタイミングアドバンス機構
が使用される。
【００５７】
　[0074]図示のように、再競合ギャップ１００２を与えるために、予約済みＴＸＯＰ中の
アップリンクサブフレームのタイミングは、通常スケジュールされるよりも早期に各アッ
プリンクサブフレームが開始するように、前進され得る。これは、タイミングアドバンス
コマンド１００４をアクセス端末１２０に送ることによって達成され得る。再競合ギャッ
プ１００２は、通信媒体１４０へのアクセスを求めて再競合するためにアクセスポイント
１１０によって使用され得る。
【００５８】
　[0075]図１１は、通信媒体再競合を可能にするためのタイミングアドバンス方式の別の
例を示す。この例は、タイミングアドバンスコマンド１００４が、アクセス端末１２０に
、（例として、短縮されたスペシャルサブフレーム１１０６として示されている）先行す
るサブフレームを短縮し、次のアップリンクサブフレームを早期に開始するようにさらに
命令することを除いて、図１０の例と同様である。
【００５９】
　[0076]一例として、タイミングアドバンスは、アップリンクサブフレームを短縮された
スペシャルサブフレーム１１０６に数個（たとえば、１～３つ）のシンボル期間だけ引っ
張り、それによって、数百マイクロ秒程度（たとえば、７０マイクロ秒の持続時間をそれ
ぞれ有する２つのシンボル期間のタイミングアドバンスの場合、１４０マイクロ秒）の再
競合ギャップ１００２を与え得る。
【００６０】
　[0077]図１０に戻ると、いくつかの設計では、アクセスポイント１１０は、追加の保護
として通信媒体１４０を再奪取すると、図示のように、（随意の）補足チャネル予約メッ
セージ１００８を送り得る。事前予約は、競合ＲＡＴシステム１５０などの他のソースか
らの干渉が再競合プロセスを妨害することになる可能性を低くする。
【００６１】
　[0078]図１２は、上記で説明された技法による、通信の例示的な方法を示す流れ図であ
る。方法１２００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（たとえば
、図１に示されているアクセスポイント１１０）によって実施され得る。一例として、通
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信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される無認可無線
周波数帯域上の１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【００６２】
　[0079]図示のように、アクセスポイントは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブ
フレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合する（ブロック１２０２）。アクセ
スポイントは、次いで、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信する（ブ
ロック１２０４）。しかしながら、アクセスポイントは、一連のサブフレームの第２の部
分中に通信媒体上で送信することを控える（ブロック１２０６）。
【００６３】
　[0080]ある時点において、アクセスポイントは、競合タイマーを起動するためのトリガ
条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パラメータを調整する（ブロック１２
０８）。この動作が、図１２に示されている他の動作に関して様々な時間に実施され得る
ことと、図１２中の動作のリスティングが、必要とされるまたは好適な順序付けを伝達す
ることを意味しないこととが諒解されよう。
【００６４】
　[0081]アクセスポイントは、その後、競合タイマーに基づいて、一連のサブフレームの
第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合し（ブロック１２１０）、一連
のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信する（ブロック１２１２）。
【００６５】
　[0082]上記でより詳細に説明されたように、トリガ条件は、たとえば、バックオフしき
い値を含み得る。調整すること（ブロック１２０８）は、１つまたは複数のアップリンク
送信パラメータをアクセス端末に送信することを含み得、また、アクセスポイントへのア
クセス端末の近接に応答して実施され得る。
【００６６】
　[0083]いくつかの設計では、１つまたは複数のアップリンク送信パラメータは、送信電
力パラメータを含み、調整すること（ブロック１２０８）は、アクセス端末に関連する信
号強度または送信リソースの数を、トリガ条件に関連するレベル未満に制限することを含
み得る。追加または代替として、１つまたは複数のアップリンク送信パラメータは、マル
チユーザスケジューリングパラメータを含み、調整すること（ブロック１２０８）は、一
連のサブフレームの第３の部分に隣接するサブフレーム中でしきい値を上回る信号強度を
有するいかなるアクセス端末をもスケジュールすることを控えることを含み得る。追加ま
たは代替として、１つまたは複数のアップリンク送信パラメータは、サブバンドスケジュ
ーリングパラメータを含み、調整すること（ブロック１２０８）は、一連のサブフレーム
の第２の部分のリソースの第１のサブセット中でアクセス端末をスケジュールすることを
含み、再競合すること（ブロック１２１０）は、リソースの第１のサブセットとは異なる
、一連のサブフレームの第２の部分のリソースの第２のサブセット上でシグナリングを監
視することを含み得る。
【００６７】
　[0084]また、上記で説明されたように、一連のサブフレームのために通信媒体を予約す
るためにチャネル予約メッセージが送信され得る。
【００６８】
　[0085]図１３は、上記で説明された技法による、通信の別の例示的な方法を示す流れ図
である。方法１３００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（たと
えば、図１に示されているアクセスポイント１１０）によって実施され得る。一例として
、通信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される無認可
無線周波数帯域上の１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【００６９】
　[0086]図示のように、アクセスポイントは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブ
フレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合する（ブロック１３０２）。アクセ
スポイントは、次いで、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信する（ブ
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ロック１３０４）。しかしながら、アクセスポイントは、一連のサブフレームの第２の部
分中に通信媒体上で送信することを控える（ブロック１３０６）。
【００７０】
　[0087]ある時点において、アクセスポイントは、一連のサブフレーム中の送信のために
指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒体上での送信をミュートする（ブロ
ック１３０８）。この動作が、図１３に示されている他の動作に関して様々な時間に実施
され得ることと、図１３中の動作のリスティングが、必要とされるまたは好適な順序付け
を伝達することを意味しないこととが諒解されよう。
【００７１】
　[0088]アクセスポイントは、その後、１つまたは複数のシンボル期間中に、一連のサブ
フレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合する（ブロック１３
１０）。アクセスポイントは、次いで、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上
で送信する（ブロック１３１２）。
【００７２】
　[0089]上記でより詳細に説明されたように、１つまたは複数のシンボル期間は、たとえ
ば、一連のサブフレームの第２の部分中の最後のアップリンクサブフレームの最後のシン
ボル期間を含み、ミュートすること（１３０８）は、最後のアップリンクサブフレームの
最後のシンボル期間中の送信のためにいかなるアクセス端末をも構成することを控えるこ
とを含み得る。一例として、１つまたは複数のシンボル期間は、ＳＲＳの送信のために指
定され得る。アクセスポイントは、１つまたは複数のシンボル期間中にＳＲＳギャップの
インジケーションをブロードキャストし得る。
【００７３】
　[0090]上記でより詳細にさらに説明されたように、１つまたは複数のシンボル期間は、
たとえば、一連のサブフレームの第３の部分中の第１のダウンリンクサブフレームの第１
のシンボル期間を含み、ミュートすること（ブロック１３０８）は、第１のダウンリンク
サブフレームの第１のシンボル期間中にアクセスポイントによって送信することを控える
ことを含み得る。一例として、１つまたは複数のシンボル期間は、ＰＤＣＣＨの送信のた
めに指定され得る。ここで、アクセスポイントは、（ＰＤＣＣＨのものとは）別のチャネ
ルまたは別のキャリアを介して、ＰＤＣＣＨのために指定された制御シグナリングを送り
得る。
【００７４】
　[0091]また、上記で説明されたように、一連のサブフレームのために通信媒体を予約す
るためにチャネル予約メッセージが送信され得る。
【００７５】
　[0092]図１４は、上記で説明された技法による、通信の別の例示的な方法を示す流れ図
である。方法１４００は、たとえば、共有通信媒体上で動作するアクセスポイント（たと
えば、図１に示されているアクセスポイント１１０）によって実施され得る。一例として
、通信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有される無認可
無線周波数帯域上の１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る。
【００７６】
　[0093]図示のように、アクセスポイントは、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連のサブ
フレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合する（ブロック１４０２）。アクセ
スポイントは、次いで、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送信する（ブ
ロック１４０４）。しかしながら、アクセスポイントは、一連のサブフレームの第２の部
分中に通信媒体上で送信することを控える（ブロック１４０６）。
【００７７】
　[0094]ある時点において、アクセスポイントは、一連のサブフレームの第２の部分と一
連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャップを作成するために、一連のサブフ
レームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成する（ブロック１４０８）。この動作
が、図１４に示されている他の動作に関して様々な時間に実施され得ることと、図１４中
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の動作のリスティングが、必要とされるまたは好適な順序付けを伝達することを意味しな
いこととが諒解されよう。
【００７８】
　[0095]アクセスポイントは、その後、再競合ギャップ中に、一連のサブフレームの第３
の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合する（ブロック１４１０）。アクセ
スポイントは、次いで、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信する（ブ
ロック１４１２）。
【００７９】
　[0096]上記でより詳細に説明されたように、構成すること（ブロック１４０８）は、た
とえば、一連のサブフレームの第２の部分のアップリンクサブフレームのスケジュールさ
れた開始時間より前にアップリンク送信を開始するようにアクセス端末に命令するタイミ
ングアドバンスコマンドを、アクセス端末に送ることを含み得る。タイミングアドバンス
コマンドは、アップリンクサブフレームに先行するスペシャルサブフレームなど、一連の
サブフレームの第１の部分のサブフレームを短縮するようにアクセス端末にさらに命令し
得る。ここで、スペシャルサブフレームは、アップリンクサブフレームと比較して１つま
たは複数のシンボル期間だけ短縮され得る。一例として、スペシャルサブフレームは、ア
ップリンクサブフレームと比較して１つのシンボル期間から３つのシンボル期間の間だけ
短縮され得る。
【００８０】
　[0097]いくつかの設計では、一連のサブフレームのために通信媒体を予約するために、
第１のチャネル予約メッセージが送信され得る。また、一連のサブフレームの第３の部分
のために通信媒体をさらに予約するために、第２のチャネル予約メッセージが送信され得
る。
【００８１】
　[0098]一般性のために、アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０は、図１で
は、それぞれ、媒体アクセスマネージャ１１２および媒体アクセスマネージャ１２２を含
むものとして関連する部分においてのみ示されている。しかしながら、アクセスポイント
１１０およびアクセス端末１２０は、本明細書で説明される再競合技法を与えるかまたは
さもなければサポートするように様々な方法で構成され得ることが諒解されよう。
【００８２】
　[0099]図１５は、１次ＲＡＴシステム１００のアクセスポイント１１０およびアクセス
端末１２０の例示的な構成要素をより詳細に示すデバイスレベル図である。図示のように
、アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０はそれぞれ、概して、少なくとも１
つの指定されたＲＡＴを介して他のワイヤレスノードと通信するための（通信デバイス１
５３０および１５５０によって表される）ワイヤレス通信デバイスを含み得る。通信デバ
イス１５３０および１５５０は、指定されたＲＡＴに従って信号（たとえば、メッセージ
、インジケーション、情報、パイロットなど）を送信および符号化するため、および逆に
、信号を受信および復号するためにさまざまに構成され得る。
【００８３】
　[00100]通信デバイス１５３０および１５５０は、たとえば、それぞれの１次ＲＡＴト
ランシーバ１５３２および１５５２、ならびに、いくつかの設計では、それぞれ、（たと
えば、競合ＲＡＴシステム１５０によって採用されるＲＡＴに対応する）（随意の）コロ
ケートされた２次ＲＡＴトランシーバ１５３４および１５５４など、１つまたは複数のト
ランシーバを含み得る。本明細書で使用される「トランシーバ」は、送信機回路、受信機
回路、またはそれらの組合せを含み得るが、すべての設計において送信機能と受信機能の
両方を与える必要があるとは限らない。たとえば、完全な通信を与えることが必要でない
とき、コストを低減するために、いくつかの設計では、低機能受信機回路が採用され得る
（たとえば、低レベルスニッフィングのみを与える無線チップまたは同様の回路）。さら
に、本明細書で使用される「コロケートされた（co-located）」（たとえば、無線機、ア
クセスポイント、トランシーバなど）という用語は、様々な配置のうちの１つを指し得る
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。たとえば、同じハウジング中にある構成要素、同じプロセッサによってホストされる構
成要素、互いの定義された距離内にある構成要素、および／またはインターフェース（た
とえば、イーサネット（登録商標）スイッチ）を介して接続された構成要素、ここで、イ
ンターフェースは、必要とされるコンポーネント間通信（たとえば、メッセージング）の
レイテンシ要件を満たす。
【００８４】
　[00101]アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０はそれぞれ、概して、それ
らのそれぞれの通信デバイス１５３０および１５５０の動作を制御する（たとえば、指示
すること、変更すること、有効にすること、無効にすることなど）ための（通信コントロ
ーラ１５４０および１５６０によって表される）通信コントローラをも含み得る。通信コ
ントローラ１５４０および１５６０は、それぞれ、１つまたは複数のプロセッサ１５４２
および１５６２、ならびにプロセッサ１５４２および１５６２に結合された１つまたは複
数のメモリ１５４４および１５６４を含み得る。メモリ１５４４および１５６４は、オン
ボードキャッシュメモリとして、別個の構成要素として、組合せとしてなどのいずれかで
、データ、命令、またはそれらの組合せを記憶するように構成され得る。プロセッサ１５
４２および１５６２ならびにメモリ１５４４および１５６４は、スタンドアロン通信構成
要素であり得るか、またはアクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０のそれぞれ
のホストシステム機能の一部であり得る。
【００８５】
　[00102]媒体アクセスマネージャ１１２と媒体アクセスマネージャ１２２とは、異なる
方法で実装され得ることが諒解されよう。いくつかの設計では、それに関連する機能の一
部または全部が、少なくとも１つのプロセッサ（たとえば、プロセッサ１５４２のうちの
１つまたは複数および／またはプロセッサ１５６２のうちの１つまたは複数）、および少
なくとも１つメモリ（たとえば、メモリ１５４４のうちの１つまたは複数および／または
メモリ１５６４のうちの１つまたは複数）によって実装されるか、またはさもなければそ
れらの指示において実装され得る。他の設計では、それに関連する機能の一部または全部
が、一連の相互に関係する機能モジュールとして実装され得る。
【００８６】
　[00103]図１６は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表された媒体アクセス
マネージャ１１２を実装するための例示的な装置を示す。図示の例では、装置１６００は
、競合するためのモジュール１６０２と、送信するためのモジュール１６０４と、送信す
ることを控えるためのモジュール１６０６と、調整するためのモジュール１６０８と、再
競合するモジュール１６１０と、送信するためのモジュール１６１２とを含む。
【００８７】
　[00104]競合するためのモジュール１６０２は、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連の
サブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。送信
するためのモジュール１６０４は、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送
信するように構成され得る。送信することを控えるためのモジュール１６０６は、一連の
サブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるように構成され得る。
【００８８】
　[00105]調整するためのモジュール１２０８は、競合タイマーを起動するためのトリガ
条件に関連する１つまたは複数のアップリンク送信パラメータを調整するように構成され
得る。再競合するためのモジュール１６１０は、競合タイマーに基づいて、一連のサブフ
レームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競合するように構成され得
る。送信するためのモジュール１６１２は、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒
体上で送信するように構成され得る。
【００８９】
　[00106]図１７は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表された媒体アクセス
マネージャ１１２を実装するための例示的な装置を示す。図示の例では、装置１７００は
、競合するためのモジュール１７０２と、送信するためのモジュール１７０４と、送信す
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ることを控えるモジュール１７０６と、ミュートするためのモジュール１７０８と、再競
合するためのモジュール１７１０と、送信するためのモジュール１７１２とを含む。
【００９０】
　[00107]競合するためのモジュール１７０２は、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連の
サブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。送信
するためのモジュール１７０４は、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送
信するように構成され得る。送信することを控えるためのモジュール１７０６は、一連の
サブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるように構成され得る。
【００９１】
　[00108]ミュートするためのモジュール１７０８は、一連のサブフレーム中の送信のた
めに指定された１つまたは複数のシンボル期間中に通信媒体上での送信をミュートするよ
うに構成され得る。再競合するためのモジュール１７１０は、１つまたは複数のシンボル
期間中に、一連のサブフレームの第３の部分のために通信媒体へのアクセスを求めて再競
合するように構成され得る。送信するためのモジュール１７１２は、一連のサブフレーム
の第３の部分中に通信媒体上で送信するように構成され得る。
【００９２】
　[00109]図１８は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表された媒体アクセス
マネージャ１１２を実装するための例示的な装置を示す。図示の例では、装置１８００は
、競合するためのモジュール１８０２と、送信するためのモジュール１８０４と、送信す
ることを控えるためのモジュール１８０６と、構成するためのモジュール１８０８と、再
競合するのためのモジュール１８１０と、送信するためのモジュール１８１２とを含む。
【００９３】
　[00110]競合するためのモジュール１８０２は、ＴＤＤフレーム構造に関連する一連の
サブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合するように構成され得る。送信
するためのモジュール１８０４は、一連のサブフレームの第１の部分中に通信媒体上で送
信するように構成され得る。送信することを控えるためのモジュール１８０６は、一連の
サブフレームの第２の部分中に通信媒体上で送信することを控えるように構成され得る。
【００９４】
　[00111]構成するためのモジュール１８０８は、一連のサブフレームの第２の部分と一
連のサブフレームの第３の部分との間の再競合ギャップを作成するために、一連のサブフ
レームの第２の部分のタイミングアドバンスを構成するように構成され得る。再競合する
ためのモジュール１８１０は、再競合ギャップ中に、一連のサブフレームの第３の部分の
ために通信媒体へのアクセスを求めて再競合するように構成され得る。送信するためのモ
ジュール１８１２は、一連のサブフレームの第３の部分中に通信媒体上で送信するように
構成され得る。
【００９５】
　[00112]図１６～図１８のモジュールの機能は、本明細書の教示に一致する様々な方法
で実装され得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能は、１つまたは複数の
電気的構成要素として実装され得る。いくつかの設計では、これらのブロックの機能は、
１つまたは複数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装され得る。いくつか
の設計では、これらのモジュールの機能は、たとえば、１つまたは複数の集積回路（たと
えば、ＡＳＩＣ）の少なくとも一部分を使用して実装され得る。本明細書で説明されたよ
うに、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関係する構成要素、またはそれらの
何らかの組合せを含み得る。したがって、異なるモジュールの機能は、たとえば、集積回
路の異なるサブセットとして、ソフトウェアモジュールのセットの異なるサブセットとし
て、またはそれらの組合せとして実装され得る。また、（たとえば、集積回路のおよび／
またはソフトウェアモジュールのセットの）所与のサブセットは、機能の少なくとも一部
分を２つ以上のモジュールに与え得ることを諒解されよう。
【００９６】
　[00113]さらに、図１６～図１８によって表された構成要素および機能ならびに本明細
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書で説明された他の構成要素および機能は、任意の適切な手段を使用して実装され得る。
そのような手段はまた、少なくとも部分的に、本明細書で教示された対応する構造を使用
して実装され得る。たとえば、図１６～図１８の構成要素「のためのモジュール」に関連
して上記で説明された構成要素はまた、同様に指定された機能「のための手段」に対応し
得る。したがって、いくつかの態様では、そのような手段のうちの１つまたは複数は、ア
ルゴリズムとしてを含む、本明細書で教示されたプロセッサ構成要素、集積回路、または
他の好適な構造のうちの１つまたは複数を使用して実装され得る。当業者は、本開示では
、上記に記載された文章において、同様に擬似コードによって表され得るアクションのシ
ーケンスにおいて表されたアルゴリズムを認識されよう。たとえば、図１６～図１８によ
って表された構成要素および機能は、ロード動作、比較動作、復帰動作、ＩＦ－ＴＨＥＮ
－ＥＬＳＥループなどを実施するためのコードを含み得る。
【００９７】
　[00114]本明細書における「第１」、「第２」などの名称を使用した要素への言及は、
それらの要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい。むし
ろ、これらの名称は、本明細書において２つ以上の要素またはある要素の複数の事例を区
別する便利な方法として使用され得る。したがって、第１および第２の要素への言及は、
そこで２つの要素のみが採用され得ること、または第１の要素が何らかの方法で第２の要
素に先行しなければならないことを意味しない。また、別段に記載されていない限り、要
素のセットは１つまたは複数の要素を備え得る。さらに、明細書または特許請求の範囲に
おいて使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」または「Ａ、Ｂ、または
Ｃのうちの１つまたは複数」または「Ａ、Ｂ、およびＣからなるグループのうちの少なく
とも１つ」という形式の用語は、「ＡまたはＢまたはＣあるいはこれらの要素の任意の組
合せ」を意味する。たとえば、この用語は、Ａ、またはＢ、またはＣ、またはＡおよびＢ
、またはＡおよびＣ、またはＡおよびＢおよびＣ、または２Ａ、または２Ｂ、または２Ｃ
などを含み得る。
【００９８】
　[00115]上記の記述および説明に鑑みて、本明細書で開示された態様に関して説明され
た様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電
子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得るこ
とを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すた
めに、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概し
てそれらの機能に関して上記で説明された。そのような機能がハードウェアとして実装さ
れるのかソフトウェアとして実装されるのかは、特定の適用例および全体的なシステムに
課される設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方
法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解
釈されるべきではない。
【００９９】
　[00116]したがって、たとえば、装置または装置の構成要素は、本明細書で教示された
機能を与えるように構成され得る（あるいはそのように動作可能にされるかまたは適応さ
れ得る）ことが諒解されよう。これは、たとえば、その機能を与えるように装置または構
成要素を製造する（たとえば、作製する）ことによって、その機能を与えるように装置ま
たは構成要素をプログラムすることによって、あるいは何らかの他の好適な実装技法の使
用によって、達成され得る。一例として、集積回路は、必須の機能を与えるために作製さ
れ得る。別の例として、集積回路は、必須の機能をサポートするために作製され、次いで
、必須の機能を与えるように（たとえば、プログラミングによって）構成され得る。また
別の例として、プロセッサ回路は、必須の機能を与えるためのコードを実行し得る。
【０１００】
　[00117]さらに、明細書で開示された態様に関して説明された方法、シーケンスおよび
／またはアルゴリズムは、ハードウェアで直接実施されるか、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはそれらの２つの組合せで実施され得



(22) JP 6843836 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レ
ジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知
られている、一時的または非一時的の任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的
な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むこ
とができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体
であり得る（たとえば、キャッシュメモリ）。
【０１０１】
　[00118]したがって、たとえば、本開示のいくつかの態様が、通信のための方法を実施
する一時的または非一時的コンピュータ可読媒体を含むことができることも諒解されよう
。
【０１０２】
　[00119]上記の開示は、様々な例示的な態様を示しているが、添付の特許請求の範囲に
よって定義される範囲から逸脱することなく、様々な変更および修正が、示された例に対
して行われ得ることに留意されたい。本開示は、具体的に示された例のみに限定されるも
のではない。たとえば、別段に記載されていない限り、本明細書で説明された本開示の態
様による方法クレームの機能、ステップおよび／またはアクションは、特定の順序で実施
されなくてもよい。さらに、いくつかの態様は、単数形で説明または請求されていること
があるが、単数形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合することと、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信することと、
　前記一連のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えること
と、
　前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成することと、
　前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信
媒体へのアクセスを求めて再競合することと、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分中に前記通信媒体上で送信することと
を備える、通信方法。
［Ｃ２］
　前記構成することが、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のアップリンクサブフ
レームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始するようにアクセ
ス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末に送ることを備え
る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームである、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
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ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記一連のサブフレームのために前記通信媒体を予約するために、第１のチャネル予約
メッセージを送信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信媒体をさらに予約するため
に、第２のチャネル予約メッセージを送信することをさらに備える、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、前記少なく
とも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリが、時分割複信（ＴＤＤ）フレ
ーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へのアクセスを求めて競合する
ように構成された、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信することと、前記一連
のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えることとを行うよ
うに構成された、少なくとも１つのトランシーバと
を備え、
　ここにおいて、前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリが
、前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成することと、前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレーム
の前記第３の部分のために前記通信媒体へのアクセスを求めて再競合することとを行うよ
うにさらに構成され、
　ここにおいて、前記少なくとも１つのトランシーバが、前記一連のサブフレームの前記
第３の部分中に前記通信媒体上で送信するようにさらに構成された、
通信装置。
［Ｃ１０］
　前記少なくとも１つのトランシーバが、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のア
ップリンクサブフレームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始
するようにアクセス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末
に送るようにさらに構成された、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１１］
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１２］
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームである、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのトランシーバが、前記一連のサブフレームのために前記通信媒体
を予約するために、第１のチャネル予約メッセージを送信するようにさらに構成された、
Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのトランシーバが、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のた
めに前記通信媒体をさらに予約するために、第２のチャネル予約メッセージを送信するよ
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うにさらに構成された、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］
　時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合するための手段と、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信するための手段と、　
前記一連のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えるための
手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成するための手段と、
　前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信
媒体へのアクセスを求めて再競合するための手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分中に前記通信媒体上で送信するための手段と
　を備える、通信装置。
［Ｃ１８］
　構成するための前記手段が、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のアップリンク
サブフレームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始するように
アクセス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末に送るため
の手段を備える、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームである、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記一連のサブフレームのために前記通信媒体を予約するために、第１のチャネル予約
メッセージを送信するための手段と、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信媒体をさらに予約するため
に、第２のチャネル予約メッセージを送信するための手段と
をさらに備える、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ２４］
　プロセッサによって実行されたとき、前記プロセッサに通信のための動作を実施させる
コードを備える非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記非一時的コンピュータ可読
媒体が、
　時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造に関連する一連のサブフレームのために通信媒体へ
のアクセスを求めて競合するためのコードと、
　前記一連のサブフレームの第１の部分中に前記通信媒体上で送信するためのコードと、
　前記一連のサブフレームの第２の部分中に前記通信媒体上で送信することを控えるため
のコードと、
　前記一連のサブフレームの前記第２の部分と前記一連のサブフレームの第３の部分との
間の再競合ギャップを作成するために、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のタイ
ミングアドバンスを構成するためのコードと、
　前記再競合ギャップ中に、前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信
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媒体へのアクセスを求めて再競合するためのコードと、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分中に前記通信媒体上で送信するためのコード
と
を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２５］
　構成するための前記コードが、前記一連のサブフレームの前記第２の部分のアップリン
クサブフレームのスケジュールされた開始時間より前にアップリンク送信を開始するよう
にアクセス端末に命令するタイミングアドバンスコマンドを、前記アクセス端末に送るた
めのコードを備える、Ｃ２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２６］
　前記タイミングアドバンスコマンドが、前記一連のサブフレームの前記第１の部分のサ
ブフレームを短縮するように前記アクセス端末にさらに命令する、Ｃ２５に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２７］
　前記短縮されたサブフレームが、前記アップリンクサブフレームに先行するスペシャル
サブフレームである、Ｃ２６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２８］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つまたは
複数のシンボル期間だけ短縮される、Ｃ２７に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２９］
　前記スペシャルサブフレームが、前記アップリンクサブフレームと比較して１つのシン
ボル期間から３つのシンボル期間の間だけ短縮される、Ｃ２８に記載の非一時的コンピュ
ータ可読媒体。
［Ｃ３０］
　前記一連のサブフレームのために前記通信媒体を予約するために、第１のチャネル予約
メッセージを送信するためのコードと、
　前記一連のサブフレームの前記第３の部分のために前記通信媒体をさらに予約するため
に、第２のチャネル予約メッセージを送信するためのコードと
をさらに備える、Ｃ２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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